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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ボビンに巻き取られた糸条体を巻き出し解舒する解舒装置であって、
　前記ボビンを保持する巻き出しスピンドル、前記ボビンから解舒された糸条体をガイド
する糸道ガイドを含む少なくとも１個のガイド部材、前記糸条体の張力を制御する張力制
御装置を備えると共に、解舒角変更手段を備え、
　前記巻き出しスピンドルが第１基体に垂直方向に複数設けられており、前記糸道ガイド
と前記張力制御装置がガイド対を構成し、前記スピンドルと同数の前記ガイド対が第２基
体に垂直方向に設けられており、前記第１基体と前記第２基体が垂直方向に相対移動可能
に構成されていることを特徴とする解舒装置。
【請求項２】
　前記解舒角変更手段が、前記スピンドルと前記糸道ガイドの間隔を変更する可動装置で
ある請求項１に記載の解舒装置。
【請求項３】
　前記解舒角が５度～１２０度である請求項１又は２に記載の解舒装置。
【請求項４】
　前記張力制御装置が、ダンサーガイドである請求項１～３のいずれかに記載の解舒装置
。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
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【発明の属する技術分野】
本発明は解舒装置に関し、詳しくは多錘解舒装置に関する。
【０００２】
【従来の技術】
従来、糸条体の解舒装置であって、複数のボビン保持スピンドルを有する装置は、図４に
示されている。この装置においては、スピンドル１は装置の下方、地面近くに設置されて
おり、ボビン６に巻かれた糸条体２は糸道ガイド３に導かれ、ダンサーガイド４を経てガ
イドローラー５より次工程に送られるように構成されており、スピンドル１、糸道ガイド
３、ダンサーガイド４、ガイドローラー５は、いずれも同一の基体１５に設置されている
。
【０００３】
ボビンに巻き取られた糸条体は、一般に、ある綾角、巻幅で巻き取られており、これを巻
出し解舒する場合、上記従来の技術に示されているようにボビンを回転させながら巻き出
す方法がよく用いられる。この際に、巻き出される糸条体により形成される糸道は巻幅方
向に往復運動し、巻幅Ｗと糸道ガイド３の位置によって決まる図３に示された解舒角αが
生じる。従って、巻き出された糸条体の糸道は往復運動と同時に長さが変化し、糸条体に
掛かる張力が変動する。この張力変動は解舒角αが大きいほど大きくなり、巻出し動作の
阻害、及び糸条体自体へ悪影響を及ぼす場合がある。
【０００４】
そこで、一般的に糸条に掛かる張力の制御が行われている。図３には解舒装置における糸
条体をボビンから巻き出す際の解舒角と張力の制御システムの基本構成の例を示した。解
舒されるべき糸条体２はスピンドル１に装着されたボビン９に巻かれている。スピンドル
１はスピンドル駆動モーター１１により駆動されるようになっている。巻き出された糸条
体２は、糸道ガイド３とダンサーガイド４のガイドローラーを経由してガイドローラー５
に導かれる。
【０００５】
糸条体にかかる張力の変動はダンシングアームの揺動に変換され、このダンシングアーム
の揺動を変動検出器１６により検出してその信号化を制御器に送り、これに基づいてスピ
ンドル駆動モーター１１の回転数を制御することにより、この張力変動を抑制する方法が
用いられている。しかし、このような方法でもダンサーガイド４の制御範囲に限界がある
ため、解舒角αは所定の角度以下、通常６０度以下にする必要がある。
【０００６】
【発明が解決しようとする課題】
解舒角αの制限は、巻出し位置から糸道ガイド３までの距離Ｘの制限に直接対応し、解舒
角αが所定値以下であるためには、巻幅Ｗとαから決まるＸは所定の長さ以上必要となる
。ガイドローラー５、ダンサーガイド４、及び糸道ガイド３は作業者の通糸作業の都合上
、これらの設置位置は図４に示すように、高くとも床面から２ｍ以下とする必要があり、
解舒装置の高さＨも必然的に制限される。従って、必要長さＸが大きくなると、スピンド
ル１の位置は床面に近づくためにスピンドル１の垂直方向の設置段数は制限されてしまい
、１段しか設置できなかった。その結果、多くのスピンドルを設置した多錘装置ではスピ
ンドルを水平方向に設置しなければならず、装置長さＬが大きくなってしまうという問題
があった。
【０００７】
　そこで本発明は、上記従来技術の有する問題点を解消するためなされたものであり、そ
の目的は、小スペースで多錘化可能な解舒装置を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
　上記目的は各請求項記載の発明により達成される。すなわち、本発明の解舒装置は、ボ
ビンに巻き取られた糸条体を巻き出し解舒する解舒装置であって、
　前記ボビンを保持する巻き出しスピンドル、前記ボビンから解舒された糸条体をガイド
する糸道ガイドを含む少なくとも１個のガイド部材、前記糸条体の張力を制御する張力制
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御装置を備えると共に、解舒角変更手段を備え、
　前記巻き出しスピンドルが第１基体に垂直方向に複数設けられており、前記糸道ガイド
と前記張力制御装置がガイド対を構成し、前記スピンドルと同数の前記ガイド対が第２基
体に垂直方向に設けられており、前記第１基体と前記第２基体が垂直方向に相対移動可能
に構成されていることを特徴とする。
【０００８】
解舒角変更手段を設けることによって、スピンドルの多段配置が可能となり、小スペース
で多錘化可能な解舒装置とすることができる。
【０００９】
前記解舒角変更手段は、前記スピンドルと前記糸道ガイドの間隔を変更する可動装置であ
ることが好適である。簡便且つ安価に解舒角を変更し、調整することができる。この間隔
の変更は、垂直方向に行うことが、解舒装置の小スペース化を図る上で好適である。
【００１０】
ガイド部材は、糸条体の方向をガイドするローラー等であり、必要に応じて２以上を設け
ることができる。
【００１１】
また本発明において使用する前記張力制御装置は、ダンサーガイドであることが好適であ
る。簡便かつ安価に張力を調整することが可能である。
【００１２】
【発明の実施の形態】
本発明の実施の形態を、図面を参照して詳細に説明する。図１は、本発明にかかる解舒装
置概略構成の１例であり、始動準備状態にある。又、図２は本発明にかかる解舒装置概略
構成を示し、運転状態を示す。
【００１３】
以下各部について詳細に説明する。図１に示すように、本発明の解舒装置３１は、スピン
ドルを垂直方向に複数段、図１においては３段、を備えた第１基体１１、及び前記スピン
ドル１に装着されたボビン９から巻き出された糸条体２を導く、スピンドル１と同数の糸
道ガイド３、糸条体２の張力を制御する張力制御手段としてのダンサーガイド４、並びに
ダンサーガイド４を経由して巻き出された糸条体２をまとめて次工程に送るガイドローラ
ー５が設けられた第２基体１３を備えている。糸道ガイド３とダンサーガイド４は、一対
になってガイド対を構成し、スピンドル１と同数設置されており、各ボビン９から巻き戻
される糸条体２の張力を制御している。
【００１４】
第２基体１３は、昇降装置８により第１基体１１と垂直方向に相対移動可能に構成されて
いる。第２基体１３は、ガイドレール６上をスライドするように構成されている。かかる
相対移動により、解舒角は５度～１２０度の範囲で調整可能になっている。
【００１５】
本発明の解舒装置は始動準備状態、即ち通糸作業時においては、ガイドローラー５、ダン
サーガイド４、及び糸道ガイド３は床面から２ｍ以内に設置してあるが、図２に示す様に
通糸完了後、運転開始時に昇降装置８によって、同一の移動ペース７に設置したガイドロ
ーラー５、ダンサーガイド４、及び糸道ガイド３を上昇させる。かかる操作により、スピ
ンドル１と糸道ガイド３との間隔が長くなってＸが大きくなり、解舒角αが小さくなる。
つまり、解舒角αを小さくすることで所定の必要長さＸを確保する。このような構成によ
り、必要長さＸによるスピンドル１の垂直方向の配置制限は緩和され、スピンドル１の多
段配置、特に３段以上の配置が可能となる。従って、装置は、高さＨは従来装置と同じで
あるが、長さＬは従来のものに比べ、１／２～ｌ／４に短縮でき、更に巻幅が変化し、必
要長さＸが変化しても昇降装置８の上昇距離を調節することにより対応が可能である。
【００１６】
本発明においては、上記の構成に加えて、解舒角αの実用的変更範囲は５度～ｌ２０度の
範囲において変更可能であることが好適である。解舒角αは、小さいほど解舒性は良好で
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あり好ましいが、５度未満ではＸが大きくなり過ぎて装置的に好ましくない。解舒角が１
２０度を超えるとＸの変動が大きくなり、その結果解舒不良や糸状体に対して悪影響が生
じ、場合によっては糸切れが発生し、好ましくない。
【００１７】
図１、２に示した例においては、昇降装置をモーター駆動としているがエア、オイル等を
駆動源とするシリンダを使用することも可能であり、ベルトやワイヤーを使用して駆動し
てもよい。
【００１８】
本実施形態に係る解舒装置によれば、解舒角αを任意に変更可能であり、多錘化された解
舒装置においては、装置長さを従来のものに比べ、１／２～１／４に短縮できる画期的な
ものである。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明に係る解舒装置の概略構成を示した図。
【図２】図１の解舒装置の第２基体を上昇させて解舒角を小さくした運転状態を示す概略
構成図。
【図３】糸条体をボビンから巻き出す際の解舒角と張力の制御システムの基本構成を示し
た図。
【図４】スピンドルを水平方向に配置した従来の解舒装置の構成を示した図。
【符号の説明】
１　　スピンドル
２　　糸条体
３　　糸道ガイド
４　　ダンサーガイド
９　　ボビン
３１　　解舒装置
【図１】 【図２】
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